
項　目 旧文章（令和6年） 改定文章（令和7年4月1日一部改定） 備　考

0 表紙 令和６年４月版 令和７年４月版 年度による更新

1 - 1 １－１　目　的

1 - 3 １－３　契約関係
 (ｱ) 契約書
　　第33条　　完了検査及び引渡し

 (ｱ) 契約書
　　第33条　　完成検査及び引渡し

1 - 4 １－３　契約関係

(３) 契約関係書類 (３) 契約関係書類

1 - 8 １－３　契約関係

(５) 工期変更

　工事完了
　様式第24　工期延長請求書

(５) 工期変更

　工事完成
　様式第24　工期延期届

土木工事現場必携（令和7年4月1日一部改定）　新旧対照表

ページ
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32 
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35 

38 

53 

53-2 

監督員任命通知書 

工程表 

請負代金内訳書 

現場代理人等通知書 

現場代理人兼務届 

主任技術者兼務届 

主任技術者等兼務届 

監理技術者兼務届 

主任技術者等兼務届 

工期延期届 

(請負者の請求による場合) 

工期延長協議書 

工期変更承諾書 

工期不変更承諾書 

工期延長[短縮]協議書 

条件変更確認請求通知(工事打合簿) 

条件変更確認(工事打合簿) 

設計変更通知書 

契約変更協議書 

工事の一時中止について(通知) 

工事の一時中止の延長について（通知） 

53-3 

53-4 

55 

58 

60 

62 

63 

65 

66 

70 

78 

79 

83 

84 

85 

86 

88 

89 

92 

93 

 

工事の再開について（通知） 

工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 

契約解除通知書 

契約解除精算通知書 

工事譲渡(承継)承諾申出書 

工事譲渡(承継)通知書 

名称等変更届 

部分使用協議書 

部分使用同意書 

指定部分完成通知書 

完成通知書 

修補完了届 

請求書(前払金) 

中間前払金請求予定書 

認定請求書 

中間前払金認定(否認定)通知書 

請求書(中間前払金) 

請負工事既済部分検査請求書 

請求書(部分払) 

請求書(完成代金) 

 

備考)  各様式は第５章 各種様式 5-1 契約関係様式 参照 
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様式

番号 様 式 名 様式

番号 様 式 名 

20 

21 

22 

23 

23－2 

23－3 

23－4 

24 

 

26 

27 

28 

32 

－ 

－ 

35 

38 

53 

53-2 

53-3 

53-4 

監督員任命通知書 

工程表 

請負代金内訳書 

現場代理人等通知書 

現場代理人兼務届 

主任技術者兼務届 

監理技術者兼務届 

工期延長請求書 

(請負者の請求による場合) 

工期延長協議書 

工期変更承諾書 

工期不変更承諾書 

工期延長[短縮]協議書 

条件変更確認請求通知(工事打合簿) 

条件変更確認(工事打合簿) 

設計変更通知書 

契約変更協議書 

工事の一時中止について(通知) 

工事の一時中止の延長について（通知） 

工事の再開について（通知） 

工事の一時中止に伴う増加費用の請求について 

55 

58 

60 

62 

63 

65 

66 

70 

78 

79 

83 

84 

85 

86 

88 

89 

92 

93 

 

契約解除通知書 

契約解除精算通知書 

工事譲渡(承継)承諾申出書 

工事譲渡(承継)通知書 

名称等変更届 

部分使用協議書 

部分使用同意書 

指定部分完了届 

完了届 

修補補正完了届 

前払金請求書 

中間前払金請求予定書 

中間前払金支払認定請求書 

中間前払金認定(否認定)通知書 

中間前払金請求書 

出来形検査請求書 

部分払請求書 

請求書 

 

備考)  各様式は第５章 各種様式 5-1 契約関係様式 参照 
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1 - 9 １－４　工事等の施行

(１) 施行手順 (１) 施行手順

2 - 2 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

③－１　配置技術者の把握
Check!
・技術者は必要か←建設業法外の工事であれば、技術者は不要（建設業法第2条1）
・技術者に専任制が求められるか←請負金額4,000万円以上で現場に専任（建設業
法第26条）
・監理技術者が必要か←下請総額4,500万円以上で必要。資格等詳しくは監理技術
者制度運用マニュアル（第6章6-1）へ

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

③－１　配置技術者の把握
Check!
・技術者は必要か←建設業法外の工事であれば、技術者は不要（建設業法第2条1）
・技術者に専任制が求められるか←請負金額4,500万円以上で現場に専任（建設業
法第26条）
・監理技術者が必要か←下請総額5,000万円以上で必要。資格等詳しくは監理技術
者制度運用マニュアル（第6章6-1）へ

2 - 3 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

③－３　兼務届・工程表の確認
・｢工事現場における現場代理人の常駐の運用について｣のうち、運用の２による双
方が建設局・都市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人等が兼務する場合
や専任の主任技術者が他工事と兼務する場合は、「現場代理人等通知書」に兼務届
及び工程表の添付が必要。また、監理技術者が監理技術者補佐を配置し兼務する
場合は、兼務届の添付が必要。（p．2-12～15）

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

③－３　兼務届・工程表の確認
・｢工事現場における現場代理人の常駐の運用について｣のうち、運用の２による双
方が建設局・都市･交通局発注工事の場合以外で、現場代理人等が兼務する場合
や専任の主任技術者及び監理技術者が他工事と兼務する場合は、「現場代理人等
通知書」に兼務届及び工程表の添付が必要。また、監理技術者が監理技術者補佐
を配置し兼務する場合も、兼務届の添付が必要。（p．2-12～15）

2 - 4 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

⑦施工計画書の受理

(１) 施行手順　　Ⅱ 工事着手まで

⑦施工計画書の受理（承諾）

2 - 5 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅲ 工事施工中

②立会、段階確認、施工状況把握
Check!
・工事は重点監督の対象工事か。（標準仕様書第１編1-1-22）
・段階確認、施工状況は、工事完了後、記載内容を確認の上で報告書に押印、また
は署名。

(１) 施行手順　　Ⅲ 工事施工中

②立会、段階確認、施工状況把握
Check!
・工事は重点監督の対象工事か。（標準仕様書第１編1-1-22）
・段階確認、施工状況は、工事完成後、記載内容を確認の上で報告書に押印、また
は署名。
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2 - 7 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅲ 工事施工中

⑪事故等に対する措置
・事故等が発生した時は、速やかに状況を把握する。（標準仕様書第1編1-1-36）

(１) 施行手順　　Ⅲ 工事施工中

⑪事故等に対する措置
・事故等が発生した時は、直ちに状況を把握する。（標準仕様書第1編1-1-36）

2 - 7 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅳ　工事完了まで

①契約の履行に係る対応及び報告
工期延長請求書等（発注者から発議する場合と請負者から発議する場合がある。詳
しくは第1章1-3(5)　工期変更p．1－8へ）

②完了の報告
・工事完了時までに提出の必要な工事関係書類を確認して、検査に必要な工事関係
書類を整備する。（第4章p．4－1へ）
・工事の完了を報告する。
　　２３．完了届等（p．2－107へ）

(１) 施行手順　　Ⅳ　工事完成まで

①契約の履行に係る対応及び報告
工期延期届等（発注者から発議する場合と請負者から発議する場合がある。詳しく
は第1章1-3(5)　工期変更p．1－8へ）

②完成の報告
・工事完成時までに提出の必要な工事関係書類を確認して、検査に必要な工事関係
書類を整備する。（第4章p．4－1へ）
・工事の完成を報告する。
　　２３．完成通知書等（p．2－107へ）

2 - 8 ２－１　監督の流れ

(１) 施行手順　　Ⅳ　工事完了まで

④完了検査の立会

工事完了

(１) 施行手順　　Ⅳ　工事完成まで

④完成検査の立会

工事完成

2 - 11 ２－２　書類作成の手引き

１．現場代理人等通知書(様式第23)

(３)監理技術者が必要な工事か？
→下請負金額の総額が4,500万円を超える場合は、監理技術者が必要となる。第6章
6-6　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ
(４)恒常的な雇用関係を示す書類等が添付されているか？
→具体的にどのような書類かは、第6章6-6　施工体制の適正化に向けての現場点
検の手引き(案)へ
(５)現場代理人同士、又は現場代理人と現場責任者の兼務をする場合、条件を満た
しているかどうか検討する。（同一建設事務所管内、請負代金額の制約等）（標準仕
様書第1編1－1－51）
→詳しくは第6章6-2 工事現場における現場代理人の常駐の取扱いへ
※稼働中の工事現場にあって、契約変更により請負代金額が4,000万円以上（建築
一式工事は8,000万円以上）となる場合は、新たな現場代理人を配置すること。ただ
し、工事現場が完成し、完了検査を残すのみの場合は、契約変更による現場代理人
変更の必要はない。

(９)兼務届の提出方法は、新たに契約する工事では現場代理人等通知書に兼務届
(様式第23－2～4)及び該当工事の関連性が把握できる工程表(様式第21（監理技術
者の兼務の場合は除く）)を添付。また、既発注工事においては、請負者名等記載の
ある兼務届（様式第23－2～4）に該当工事の関連性が把握できる工程表（様式第
21）を添付。　→　記載例はp.2－12～15へ

１．現場代理人等通知書(様式第23)

(３)監理技術者が必要な工事か？
→下請負金額の総額が5,000万円を超える場合は、監理技術者が必要となる。第6章
6-6　施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)へ
(４)恒常的な雇用関係を示す書類等が添付されているか？
→具体的にどのような書類かは、第6章6-6　施工体制の適正化に向けての現場点
検の手引き(案)へ
(５)現場代理人同士、又は現場代理人と現場責任者の兼務をする場合、条件を満た
しているかどうか検討する。（同一建設事務所管内、請負代金額の制約等）（標準仕
様書第1編1－1－51）
→詳しくは第6章6-2 工事現場における現場代理人の常駐の取扱いへ
※稼働中の工事現場にあって、契約変更により請負代金額が4,500万円以上（建築
一式工事は9,000万円以上）となる場合は、新たな現場代理人を配置すること。ただ
し、工事現場が完成し、完成検査を残すのみの場合は、契約変更による現場代理人
変更の必要はない。

(９)兼務届の提出方法は、新たに契約する工事では現場代理人等通知書に兼務届
(様式第23－2～6)及び該当工事の関連性が把握できる工程表(様式第21)を添付。ま
た、既発注工事においては、請負者名等記載のある兼務届（様式第23－2～6）に該
当工事の関連性が把握できる工程表（様式第21）を添付。　→　記載例はp.2－12～
17へ
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2 - 12 ２－２　書類作成の手引き
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2 - 13 ２－２　書類作成の手引き
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15 ２－２　書類作成の手引き2 -
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2 - 16 ２－２　書類作成の手引き

（追加）
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2 - 17 ２－２　書類作成の手引き

（追加）
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2 - 18 ２－２　書類作成の手引き

２．コリンズ登録

注意事項

(２)請負者は工事の受注、変更、完成、訂正時に登録。なお、登録内容の変更時と
は、工期、現場代理人及び監理技術者等の変更を指す。ただし、技術者の専任制に
伴う請負代金額が4,000万円未満から4,000万円以上、4,000万円以上から4,000万円
未満及び建設工事の対象となる請負代金額が500万円未満から500万円以上、500
万円以上から500万円未満に請負代金額が変更となった場合は、変更時登録する。

２．コリンズ登録

注意事項

(２)請負者は工事の受注、変更、完成、訂正時に登録。なお、登録内容の変更時と
は、工期、現場代理人及び監理技術者等の変更を指す。ただし、技術者の専任制に
伴う請負代金額が4,500万円未満から4,500万円以上、4,500万円以上から4,500万円
未満及び建設工事の対象となる請負代金額が500万円未満から500万円以上、500
万円以上から500万円未満に請負代金額が変更となった場合は、変更時登録する。
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24 ２－２　書類作成の手引き2 -

様式第２２（別紙）
金額　　　（単位：円）

＊＊工事価格計＊＊

消費税相当額

＊＊合計＊＊

      円）

監督員確認欄

備　考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

工種・種別

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額
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37 ２－２　書類作成の手引き2 -
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2 - 42 ２－２　書類作成の手引き
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2 - 44 ２－２　書類作成の手引き

2 - 60
２－２　書類作成の手引き
 ７－２　施工計画書の作成例

ａ）段階確認
備考)

6 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

ａ）段階確認
備考)

6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

2 - 61
２－２　書類作成の手引き
 ７－２　施工計画書の作成例

ｂ）施工状況把握報告
備考)

5 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

ｂ）施工状況把握報告
備考)

5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
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2 - 64
２－２　書類作成の手引き
 ７－２　施工計画書の作成例

(ｳ) 品質管理
〈作成例〉

(ｳ) 品質管理
〈作成例〉



項　目 旧文章（令和6年） 改定文章（令和7年4月1日一部改定） 備　考

土木工事現場必携（令和7年4月1日一部改定）　新旧対照表

ページ

2 - 72
２－２　書類作成の手引き
 ７－２　施工計画書の作成例
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75
２－２　書類作成の手引き
 ８．施工体制台帳・施工体系図

2 -
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2 - 76
２－２　書類作成の手引き
 ８．施工体制台帳・施工体系図
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2 - 80
２－２　書類作成の手引き
 １０．工事打合簿

注意事項
　※様式にあて名（愛知県知事・○○所長等）があるものについては、工事打合簿は
必要としない。（例：現場代理人等通知書・請負代金内訳書・完了届・請求書等）

注意事項
　※様式にあて名（愛知県知事・○○所長等）があるものについては、工事打合簿は
必要としない。（例：現場代理人等通知書・請負代金内訳書・完成通知書・請求書等）

2 - 90
２－２　書類作成の手引き
 １１．材料確認

(ｲ) (ｱ)以外の材料
(２) 工事材料の品質を証明する資料（試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の
品質規格証明書）及び、設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験
結果を、監督員または検査員から請求があった場合、請負者は提示する。これらの
書類は、工事完了時に提出する。

(ｲ) (ｱ)以外の材料
(２) 工事材料の品質を証明する資料（試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の
品質規格証明書）及び、設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験
結果を、監督員または検査員から請求があった場合、請負者は提示する。これらの
書類は、工事完成時に提出する。

2 - 77
２－２　書類作成の手引き
 ８．施工体制台帳・施工体系図
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2 - 91
２－２　書類作成の手引き
 １１．材料確認

2 - 94
２－２　書類作成の手引き
 １１．材料確認

材料確認書
備考)

3工事完了後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

材料確認書
備考)

3工事完成後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

2 - 95
２－２　書類作成の手引き
 １２．段階確認報告書、施工状況把握報告書
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2 - 96
２－２　書類作成の手引き
 １２．段階確認報告書、施工状況把握報告書

段階確認報告書
備考)

6 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

段階確認報告書
備考)

6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

2 - 97
２－２　書類作成の手引き
 １２．段階確認報告書、施工状況把握報告書

施工状況把握報告書
備考)

5 工事完了後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

施工状況把握報告書
備考)

5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。

2 - 98
２－２　書類作成の手引き
 １４．履行報告

注意事項
　(１)　請負者は、前月までの履行状況を、実施工程表により毎月５日までに報告す
る。
　(２)　報告は、工事着手の月から工事完了月の前月まで（例：３月20日工期の場合、
２月末日までの実施工程表を３月５日までに報告するものが最終）

注意事項
　(１)　請負者は、前月までの履行状況を、実施工程表により毎月５日までに報告す
る。
　(２)　報告は、工事着手の月から工事完成月の前月まで（例：３月20日工期の場合、
２月末日までの実施工程表を３月５日までに報告するものが最終）

2 - 99
２－２　書類作成の手引き
 １５．支給品・発生品

１５－２．支給品精算書
　(１)　請負者から発注者へ提出
　(２)　標準仕様書第１編1－1－19
　(３)　工事完了時に提出。（工事完了前に支給品の精算が可能である場合は、その
時点）

１５－３．現場発生品届（現場発生品調書）

１５－２．支給品精算書
　(１)　請負者から発注者へ提出
　(２)　標準仕様書第１編1－1－19
　(３)　工事完成時に提出。（工事完成前に支給品の精算が可能である場合は、その
時点）

１５－３．現場発生品調書

2 - 100
２－２　書類作成の手引き
 １６．事故報告

１６－２．事故速報

　(３)　請負者からの事故報告を受け次第、速やかに提出する。

注意事項

（追加）

１６－２．事故速報

　(３)　請負者からの事故報告を受け次第、直ちに提出する。

注意事項

(３)請負者及び監督員は、建設工事事故データベースシステムの登録対象（表-1）と
なる工事事故の場合、図-1の登録作業の流れにより、必要な情報をシステムに登録
する。（建設工事事故データベースシステム：https://sas.hrr.mlit.go.jp/）
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2 - 101
２－２　書類作成の手引き
 １６．事故報告

　
（追加）

表-1 登録対象事故の定義 

事故の分類 事故の定義 

労働災害  
（工事作業が起因して、 
工事関係者が死傷した

事故）  
 
 

工事作業場＊内及びその隣接区域＊（以下工事区域という）におい

て、工事関係作業が起因して、工事関係者が死亡あるいは負傷した

事故。  
 資機材・工事製品輸送作業（標準仕様書の総則「1-1-40 交通安全

管理第 2 項」に規定された安全輸送上の計画に記載された作業、以

下輸送作業という）が起因して工事関係者が死亡あるいは負傷した

事故。  
 なお、ここでいう負傷とは、休業４日以上の負傷をいう。  

＊工事作業場：工事を施工するに当たって作業し、材料を集積し、

又は機械類を置く等工事のために、固定あるいは移

動等により周囲から明確に区分して使用する区域内

をいうものとする。  
＊隣 接 区 域：本来、工事作業場外での作業は禁じられているが、

適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する

工事作業場に接続した区域 

もらい事故  
（第三者の行為が起因

して、工事関係者が死傷

した事故） 

工事区域において、当該関係者以外の第三者が起因して工事関係

者が死亡あるいは負傷した事故。  
なお、ここでいう負傷とは休業４日以上の負傷をいう。 

負傷公衆災害  
（工事作業が起因して、 
当該工事関係者以外の  
第三者が死傷した事故） 

工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して当該工事

関係者以外の第三者が死傷した事故。  
なお、ここでいう第三者の負傷とは休業４日以上もしくはそれに

相当する負傷をいう。 

物損公衆災害  
（工事作業が起因して、 
当該工事関係者以外の  
第三者の資産に損害が  
生じた事故） 

工事区域における工事関係作業及び輸送作業が起因して第三者の

資産に損害を与えた事故にあって、第三者の死傷に繋がる可能性の

高かった事故。 
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（追加）

2 - 102
２－２　書類作成の手引き
 １６．事故報告
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2 - 106
２－２　書類作成の手引き
 １８．安全管理書類

　工事中の安全確保は大変重要であるため、施工計画書に記載するとともに関係法
令や仕様書により、十分な安全管理を行う必要があり、その結果を記録したものが安
全管理書類となる。

　工事中の安全確保は大変重要であるため、施工計画書に記載するとともに最新の
関係法令や仕様書により、十分な安全管理を行う必要があり、その結果を記録したも
のが安全管理書類となる。

2 - 107
２－２　書類作成の手引き
 ２０．工事記録

　工事記録は具体的な作業内容について、日報等（任意様式)で記録すること。
　なお、監督員から請求があった場合には、直ちに提示すること。

　工事記録は具体的な作業内容について、日報等（任意様式)で記録すること。
　なお、監督員から請求があった場合には、速やかに提示すること。

2 - 104
２－２　書類作成の手引き
 １６．事故報告
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2 - 107
２－２　書類作成の手引き
 ２１．交通誘導警備員の配置実績報告

　交通誘導警備員の配置実績の報告を工事完了時に提出する。 　交通誘導警備員の配置実績の報告を工事完成時に提出する。
　なお、実績を証明する伝票等については、監督員から請求があった場合には、速
やかに提示すること。

2 - 108
２－２　書類作成の手引き
 ２２．大気汚染防止法



項　目 旧文章（令和6年） 改定文章（令和7年4月1日一部改定） 備　考

土木工事現場必携（令和7年4月1日一部改定）　新旧対照表

ページ

2 - 111
２－２　書類作成の手引き
 ２３．工事完成通知書

２３．工事完了届

注意事項
　(１)　工事完了届を提出する時は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが条
件となる。
　(２)　完了届後、検査を受け、引き渡しとなる。検査の流れについては、第４章検査
関係p.4－1を参照のこと。

２３．工事完成通知書

注意事項
　(１)　工事完成通知書を提出する時は、次に掲げる要件をすべて満たしていること
が条件となる。
　(２)　完成通知書の提出後、検査を受け、引き渡しとなる。検査の流れについては、
第４章検査関係p.4－1を参照のこと。

112
２－２　書類作成の手引き
 ２３．工事完成通知書

2 -
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2 - 114
２－２　書類作成の手引き
 ２４．請求書
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2 - 115
２－２　書類作成の手引き
 ２４．請求書


